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　　 目　　　次
　　　　告　　　示（第1962号−第1964号）

◯開発行為に関する工事の完了	 （都市計画課）……………１

◯保安林予定森林の所在場所等	 （森林保全課）……………１

◯保安林予定森林の所在場所等	 （森林保全課）……………１

　　　　公安委員会

◯警備業法第23条に規定する検定の実施	 （警察本部生活安全総務課）……………２

　　 告　　　示
　福岡県告示第1962号

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成23年12月５日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡須恵町大字須恵字松ヶ浦126−6から126−87まで及び139−1から139−19まで

並びに町道の一部および水路の一部

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　新潟市中央区一番掘通町３番10

　　株式会社　福田組

　　代表取締役社長　伊東　修之助

　福岡県告示第1963号

　保安林の指定をする予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の

規定により次のように告示する。

　　平成23年12月５日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　古賀市薦野字三本ユス５の１、字本谷31の１、33、34

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部森林保全課及び古賀

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第1964号

　保安林の指定をする予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の

規定により次のように告示する。

　　平成23年12月５日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　大野城市大字牛頸667の75・667の76（以上２筆について次の図に示す部分に限る。

）

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

平成23年12月5日
第 3 3 3 6 号

定
期
発
行
日
　
毎
週
月
水
金
曜
日

〔
発
行
〕
〒
81
2-
85
77
福
岡
市
博
多
区
東
公
園
7
番
7
号

福
岡
県
　
総
務
部
行
政
経
営
企
画
課
（
電
話
	0
92
−
64
3−
30
28
）

〔
作
成
〕
〒
81
9-
03
73
福
岡
市
西
区
周
船
寺
3丁
目
28
番
1号

正
光
印
刷
株
式
会
社
（
電
話
	0
92
−
80
6−
57
08
）



平
成
23
年
12
月
５
日
　
月
曜
日

第
3
3
3
6
号

福
　
岡
　
県
　
公
　
報

2 ３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部森林保全課及び大野城市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　　 公安委員会
　福岡県公安委員会告示第322号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。

　　平成23年12月５日

	 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　　交通誘導警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

実　　施　　日 実施時間 実　施　場　所

平成24年３月６日（火） 午前９時から
午後６時までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
福岡県警察警備員教育センター平成24年３月７日（水）

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、午

前９時30分から筆記試験を開始する。

　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

５　検定の方法

　　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　車両等の誘導に関すること。

　　エ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発

生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　ア　車両等の誘導に関すること。

　　イ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発

生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　受付期間

　　　平成24年２月15日（水）から同年２月17日（金）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　ウ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏
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名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの。）

　⑶　検定手数料

　　　14,000円

　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

場合についても返還しない。

　⑷　申請方法

　　ア　受検を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った日を含めた２日以内（福岡県の

休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定する県の休

日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午前９時00分から午後５時00分ま

での間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、住所地又は受検希望者が

警備員である場合には、その者が属する営業所の所在地を管轄する警察署に受付

番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検

申請し、受検票の交付を受けること。

　　ウ　受検の申請は、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

　⑵　検定に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活安全

総務課警備業係（電話092（641）4141内線3033、3034）又は福岡県警察警備員教育

センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。


